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１ はじめに 

本市議会では，平成２７年度に議会活動について，平成２２年４月１日に施行した

三次市議会基本条例の条文に掲げる活動指針に基づき，各会派で項目ごとの達成度の

評価を行い，取組が不十分と判定した項目について，今後の活動目標を設定し，様々

な取組を進めてきた。また，平成３０年度には，その評価結果を基に，当時の環太平

洋大学の林 紀行准教授による外部の視点からの評価を受けた。 

この外部評価において，三次市議会が果たすべき最大の役割は，議会基本条例にも

定められている「市民福祉の向上及び市勢の伸展」であり，任期４年の最後には，よ

り上位の視点から，議員，議会は，自らどのように実践してきたのか，その検証が肝

要であるとの指摘を受けたところである。 

 

この報告書は，我々の任期が残り１年となった今，議会基本条例第２０条の規定と

外部評価の視点も含みながら，議会運営委員会を中心に最高規範である議会基本条例

に掲げる議会と議員の責務について明確化することを目的に，独自の評価シートを作

成し，取組実績を数値化したものである。そして，この取組から見えてきた課題を次

期の議員・議会活動に繋げられるよう，改善に向けた具体的な取組を全体で確認し，

共有することを目的としている。 

また，一昨年度に実施した議会に関する市民アンケートには「議会活動，議員活動

が見えない」といった多くの意見があった。この度の評価検証結果は，我々の活動を

市民に周知する機会であるとともに，有権者に約束した公約（議員活動）に対する取

組を「見える化」する意義もある。 

 

２ 取組の経過について 

 ⑴ 令和４年１２月２２日（第８回）から令和５年３月２０日（第１２回）まで，

５回の委員会を開催し「議会・議員の評価検証手法に関する実施要領（案）」を

会派の意見を聴取しながら作成した。 

 ⑵ 令和５年４月１８日に全員協議会を開催し，「議会・議員の評価検証手法に関

する実施要領（案）」の趣旨や意義について説明を行い，全体の了承を得た。 

 ⑶ 令和５年６月から議員及び会派でシート作成に取り組み，８月１７日（第１６

回）の委員会において，各シートの集約を行った。 

 ⑷ 評価検証の結果に基づき，今後の取組について議論を行い，報告書の取りまと

めを行った。 
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３ 評価検証方法について 

  評価検証の方法については，前回と同様に三次市議会基本条例の各条文に掲げてい

る活動指針に基づき，今任期中の「議員」「議会」活動を個人，会派において評価検

証している。 

「議員活動の評価検証」は，我々が選挙公報や選挙運動用ビラなどで有権者に約束

した公約の実現に向けての活動について，議員個々が主観的に評価検証を行った。こ

の評価手法は，本市議会にとって新たな取組であり，特筆すべきものであると自負し

ている。 

  もう一つは，「議会活動の評価検証」で，議会基本条例に掲げる「市民との関係」

「市長等との関係」「議会の機能強化」「委員会の活動」について，前回と同様，主

に本市議会の取組はどうであったのかを会派を中心にその状況を客観的に評価して

いる。 

 今回の評価検証の全体イメージは，下記のフロー図に示しているが，具体な採点方

法等の流れは「議会・議員の評価検証手法に関する実施要領」を確認いただきたい。 

 

➡各評価シートの結果を基に議会全体評価（ＰＤＣＡ） 

・ ➡議員の活動原則・議会の活動原則に基づき，それぞれの達成 

度を個人で主観的に評価する 

➡具体的な議会（議員）活動について，各章の活動指針に

取組を照らし合わせ，その達成度を会派で客観的に 

評価する 

 

➡政治倫理条例制定の有無を含めて協議検討予定

 ➡評価検証を必須とする条文の改正について提案・協議

 

 

４ 評価検証シート集約について 

１ 議員活動（公約取組）評価検証シート集約の結果（全体） 

議員活動の評価検証については，個々の議員活動がどのように議会活動の原則「情

報共有」「住民参画」「機能強化」に繋がったか，その達成度を判定するために，下
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表の共通活動事項１０項目を「公約実現に向け，設定した活動目標を上回る取組がで

きた」から「公約実現に向けての取組が出来ていない」までの５段階から，自らの活

動状況を達成度個人判定表に照らし合わせ主観的に数値化している。 

全ての項目が「公約実現に向け，設定した活動目標を上回る取組ができた」となれ

ば，評価値は１００％となるが「積極的な取組ができた（達成点８０％以上）」をＡ，

「一定水準の取組ができた（達成点６０％以上）」をＢ,「取組が不十分であった（達

成点６０％未満）」をＣで表す。 

結果は，３つの項目全てにおいて一定水準の取組ができた「Ｂ」評価となった。 

 ⑴ 全体評価 Ｂ（７０％） 

 ⑵ 共通活動項目と評価結果 

区分 共通活動事項 
個別 

評価 

評価値 

（全体） 

情報 

共有 

⑴日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている 

Ｂ ６４％ ⑵地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた 

⑶市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している 

住民 

参画 

⑷住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している 

Ｂ ７４％ ⑸住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた 

⑹住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている 

機能 

強化 

⑺一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている 

Ｂ ７２％ 
⑻政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている 

⑼委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている 

⑽政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている 

⑶ 各議員の評価結果の分析 

各議員の評価結果 ともえ 清友会 明日への風 真正会 会派未来 公明党 無所属 

Ａ評価とした議員数 7 人 2  2  3   

Ｂ評価とした議員数 11人 3 3 2 3    

Ｃ評価とした議員数 6 人  2  1  2 1 

多くの議員は，Ｂ「一定水準の取組ができた（達成点６０％以上）」と評価してい

るが，会派によっては半数，または，全議員がＣ「取組が不十分であった（達成点６

０％未満）」としており，市民の期待に応えられるものではなかったと評価している。

一方で，全議員がＡ「積極的な取組ができた（達成点８０％以上）」と，自ら掲げた

目標に向かって積極的な取組ができ，市民の期待に応えられていると評価した会派も

ある。 
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議員活動の評価に関する議員からの主な意見は，次のとおりであった。 

【情報共有】 

・相談者との情報共有に遅れや認識の違いが発生したことがあった。 

・情報発信の頻度や報告会の開催など情報共有に課題がある。 

・自らが情報共有の場を設定することも少なかった。 

・活動状況の情報発信ができていないと感じる。 

【住民参画】 

・住民との直接的な関わりが少ない。 

・住民自治組織の活動への関わりが不十分と感じた。 

・個人の意見を聴かせていただくことが少なかったと感じている。 

【機能強化】 

・関係者との意見交換、研修会等へは参加したが，提言等の取組が十分でなかっ 

た分野がある。 

・旧市内中心部にかかる対応がほとんどで、三次市全体への活動とは言い難い。 
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２ 議会活動の評価検証シート集約の結果（全体） 

議会活動の評価検証については，議会基本条例第３章から第６章に掲げる三次市議

会の活動目標（項目）を会派毎に「活動指針に沿って積極的かつ効果的な活動が行わ

れた」から「活動指針も理解されておらず，取組自体も全く見えない状態」までの５

段階の達成度会派判定表から，各章で定められた下表の評価項目に基づき，客観的に

表したものである。 

全ての項目が「活動指針に沿って積極的かつ効果的な活動が行われた」であれば評

価値は１００％となるが「議会基本条例に掲げる活動指針に基づいた議会活動が概ね

行われている（達成点８０％以上）」をＡ，「活動指針に沿った議会活動とはなって

いるが，本来の目指す姿ではないことから，さらに取組を強化する必要がある（達成

点６０％以上）」がＢ，「現在の議会活動では，議会基本条例に掲げる活動指針とは，

大きくかけ離れているため，早急に課題を抽出し，議会全体で改善に向けての検討が

必要である（達成点６０％未満）」をＣで表す。 

全体評価は，達成点が６４％で「Ｂ」評価となり，活動指針に沿った議会活動では

あるとされたが，課題とした内容を整理し，その改善に向けた取組について具体的に

まとめる必要があると総括している。 

 

⑴ 全体評価 Ｂ（６４％）  

 

⑵ 議会活動共通項目の評価結果 

評 価 項 目 評価値 評価 

第３章 市民との関係（情報提供・説明責任） 

議会報告会・懇談会，意見交換会，市議会だより，市議会トピックス，ホームページ等 
63% Ｂ 

第４章 市長等との関係（事務執行の監視と評価，政策立案・政策提言） 

一般質問，質疑，審議，意見書，議員発議等 
59% Ｃ 

第５章 議会の機能強化（会派，スキルアップ，議会改革） 

会派活動，研修，調査，政務活動，議会図書室利用等 
65% Ｂ 

第６章 委員会の活動（委員会の役割，委員会の活性化） 

議案等の調査研究，審査，所管事務調査，視察研修，自由討議等 
69% Ｂ 
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⑶ 議会全体の活動に対する各会派が行った評価結果 

評価項目 ともえ 清友会 明日への風 真正会 会派未来 公明党 無所属 

第３章 市民との関係 

（情報提供・説明責任） 

B B B B A C C 

第４章 市長等との関係 

（事務事業の監視と評価，政策立

案・政策提言） 

C C B C B C C 

第５章 議会の機能強化 

（会派活動，スキルアップ，議会

改革） 

B B B B B B C 

第６章 委員会の活動 

（委員会の活性化） 

A A B B B B C 

議会活動の評価に関する会派からの主な意見は，次のとおりであった。 

【市民との関係】 

・ホームページは，アクセスが難しく情報量が少ない。 

・市議会だよりは，住民に読みやすく親しみがわくような内容や形式になっていない

のではないか。 

・議会報告会・懇談会は，より多くの市民と対話できるよう工夫が必要。 

【市長等との関係】 

・市長等が提案する政策等について，その水準を高めるための質疑や事業執行後の評

価検証の審議が足りない部分がある。 

【議会の機能強化】 

・学識経験者を活用した研修会の開催が必要。 

・公聴会や意見書の説明時など，学識経験者をタイムリーに招聘できる仕組み，体制

づくりができていない。 

【委員会の活動】 

・委員会によって活動にバラツキがあり，また，活発な自由討議も行われていないた

め，政策提言に繋がっていないのではないか。 

・課題について，各委員会で継続的に議論ができていないのではないか。 
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５ 評価検証結果と改善に向けた取組案について   

ここまで，三次市議会基本条例各章に掲げられている，我々の果たすべき役割につ

いて「議員活動」及び「議会活動」について，それぞれの「評価シート」を用いて，

個々の議員，会派で評価検証を行ってきた。 

その「評価シート」には，これまでの取組が不十分であるとした内容や議会活動に

欠けている部分などの課題をヒアリングしており，その課題抽出や課題改善に向けて

の新たな取組方針を議会運営委員会で，次表のとおりまとめた。 

なお，第１章「総則」については「６ まとめ」で総括する。 

基本条例の規定 評価 課題として捉えるもの 🔲 課題抽出から見えてきた，今後

の具体的な取組案 

第２章 議会・議員の活動

原則 

●情報共有 

●住民参画 

●機能強化 

Ｂ 【議員からの指摘・意見】 

・住民との直接的な関わりが少

ないのではないか。 

・情報共有が十分ではないの

ではないか。 

・政策提案ができていないので

はないか。 

【委員会での議論と整理】 

１．リアルタイムでの情報発信

が必要。 

２．議会報告会の復活は評価

できる。更に活発にすべきであ

る。 

１．住民の意見を聞く場に積極的に

参加する。 

２．ＳＮＳ等でのリアルタイムな情報

発信やオンラインでの意見交換など

を積極的に取り組む。 

３．調査研究，視察などから得た見

識を活かした地域での報告会の開

催，関係団体との意見交換など連

携を密にし，政策立案につなげる。 

第３章 市民との関係 

 情報提供・説明責任 

●議員と語ろう 

●意見交換会 

●市議会だより 

●市議会トピックス 

●ホームページ 等 

 

Ｂ 【会派からの指摘・意見】 

・ホームページは情報量が少

なく，アクセスが難しい。 

・議会内での議論が少ないと思

われる。 

・市議会だよりは，住民に読み

やすく親しみがわくような内容

や形式になっていないのでは

１．議会の予定などのカレンダーを

作成し，ホームページに掲載する。 

２．情報発信はＳＮＳ等を積極的に

活用する。 

３．市議会だよりは，読みやすく親し

みがわくよう表紙やトピックスを住民

参加型とする。 

４．議会報告会・懇談会（議員と語ろ
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  ないか。 

・議会報告・懇談会は，より多く

の市民と対話ができるよう工夫

が必要ではないか。 

【委員会での議論と整理】 

１．文字情報として発信していく

ことが必要。 

２．議会日程をわかりやすく発

信する。 

う）は例年の報告会とともに，オンラ

インの活用等，新たな取組を検討す

る。 

第４章 市長等との関係 

事務事業の監視と評価，

政策立案・政策提言 

●一般質問 

●質疑 

●審議 

●意見書 

●議員発議等 

Ｃ 【会派からの指摘・意見】 

・市長等が提案する政策等に

ついて，その水準を高めるため

の質疑や事業執行後の評価検

証の審議が足りない部分があ

る。 

【委員会での議論と整理】 

１．市長の立場と機能の違いを

十分認識しているか。 

１．市長等が提案する政策等の水

準を高めるため，事業の必要性や

予算等について市民に伝わる審議

に努める。（論点を明らかにした質

疑，市長との緊張関係の継続。） 

第５章 議会の機能強化 

会派，スキルアップ､議 

会改革 

 ●会派活動 

 ●研修 

 ●調査 

 ●政務活動 

 ●議会図書室利用 

Ｂ ・学識経験者を活用した研修

会の開催が必要ではないか。 

・公聴会や意見書の説明時な

ど，学識経験者をタイムリーに

よべる仕組み、体制づくりがで

きていないのではないか。 

・議会図書室は利用されている

ものの，まだまだ活用が少な

い。 

・学識経験者をタイムリーによべる

仕組み・体制づくりを行う。 

・有識者を場面に応じて積極的に活

用する。 

・任期のはじめに，議会図書室の必

要性について認識を深める場を設

ける。 

第６章 委員会の活動 

委員会の役割，委員会

の活性化 

●議案等の調査研究 

●審査 

Ｂ ・委員会によって，活動にバラ

ツキがあり，また，活発な自由

討議も行われていないため，

政策提言につながっていない

のではないか。 

・課題を絞り，年間を通しての調査

研究・政策論議を行う。 

・委員会において活発な自由討議を

行い政策提言につなげる。 

・年間の委員会活動の総括を行う。 
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●所管事務調査 

●視察研修 

●自由討議 等 

・課題について，各委員会で継

続的に議論ができていないの

ではないか。 

【委員会での議論と整理】 

１．委員会としての取組の目標

をあらかじめ定める必要があ

る。 

２．委員会の内容が会派内で

共有されていないため，会派内

での政策議論が進まない。 

３．会議録の公開が必要（予算

決算常任委員会）。 

・所管事務調査や閉会中審査の審

議の内容を，会派内での情報共有

を徹底し，全議員が情報を共有でき

るようにする。 

・議案の調査研究に引き続き取り組

み委員会審査の充実を図る。 

・予算決算審査シートの取組を活か

し，ねらいや効果等に係る審査の充

実を図る。 

６ まとめ  

 今回の取組は，議会基本条例に掲げる「議会・議員の活動原則」と，議員個人が掲

げた公約の実現に向けた任期中の取組について，これまでの自らの活動を主観で評価

検証するとともに，「市民との関係」，「市長等との関係」，「議会の機能強化」に

ついて，本市議会での取組はどうであったのかを，各会派で客観的に評価検証すると

いう初めての試みである。 

 これは，議会・議員活動を評価・検証し，課題から明らかになった具体的取組を議

会内で共有し，次の議会活動に生かしていくという議会（議員）おけるＰＤＣＡサイ

クルの循環をめざすものである。 

 評価・検証にあっては，各議員，各会派の考え方に差異があるため，活動内容は同

様であっても評価に違いが生じるといった結果はあったものの，自ら評価に取り組み，

課題を抽出し，委員会で議論し，次の活動に繋いでいくという取組は，三次市議会基

本条例の目的に沿った議会活動を担保する，非常に意義あるものと考える。 

そして，この取組を市民にわかりやすく公表することで，今任期中の議会・議員活

動に係る情報公開と説明責任の一端を果たすとともに，市民の市政参画の推進が一層

進むことを期待するものである。 

我々は，間もなく任期を迎えるが，改選後の本市議会においてもこの取組を継承し，

市民の負託に全力で取り組む決意である。 

 

 

 



10 

【用語の説明】 

一般質問 本市の行政全般にわたり，事務の執行の状況及び将来に対

する方針等について問うこと。 

質疑 議題となっている事件について，賛否又は修正等の態度決

定が可能となるよう不明確な点について問うこと。 

意見書 市の公益に関する事件に関し，議会が地方公共団体の機関

としての議会の意思を意見としてまとめた文書のこと。地

方自治法第９９条に，議会は当該地方公共団体の公益に関

する事件につき，意見書を国会又は関係行政庁に提出する

ことができるとある。 

議員発議 議会の会議において，議員が「議案」を議長に提出するこ

と。 

会派活動 会派は，議会内に結成された議員の同志的集合体のことを

いい，それらの活動のこと。 

政務活動 議員の調査研究その他の活動のこと。また，その活動のた

めに必要な経費の一部として会派に対し活動費が交付さ

れる。（地方自治法第 100 号第 14 項） 

所管事務調査 常任委員会は，委員会の所管する事務について，自らの判

断で調査することができる。 

委員会 議会の内部組織として，本会議における審議の予備的審

査，調査機関として設置されるもの。本市では，総務，教

育民生，産業建設の３常任委員会，広報広聴常任委員会，

予算決算常任委員会，議会運営委員会が設置されており，

必要に応じ特別委員会が設置される。 

ＰＤＣＡサイクル ＰＬＡＮ（Ｐ：計画）→ ＤＯ（Ｄ：実行）→ ＣＨＥＣＫ

（Ｃ：点検）→ ＡＣＴＩＯＮ（Ａ：是正）の４段階を繰

り返して業務を継続的に改善する方法。 
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別紙１ 

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

0 点 ／ 2085 点

0 点 ／ 2085 点

0 点 ／ 2780 点

0 点 ／ 6950 点

議会基本条例第２章　議員活動（公約取組）評価検証シート　（対象期間:令和２年度～令和５年度） 会派名 議員名

　取組の評価検証:A:80％以上（積極的な取組ができた）B:60％以上（一定水準の取組となった）C:60％未満（取組は不十分であった）

情報共有 日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている

情報共有 地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた

取組評価
共通項目 主な活動項目・取組項目（全10項目）

達成度
検証

（上段）具体的な活動・取組事例（取組めなかった理由）
（下段）課題と思われることに対する改善策など（自己採点）

（達成点） 情報共有 市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している

0点
住民参画 住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している

住民参画 住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた

50点
住民参画 住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている

機能強化 一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている

（合計点） 機能強化

情報共有 地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた

情報共有 市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している

政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている

機能強化 委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている

機能強化 政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている

0点
住民参画 住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している

住民参画 住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた

情報共有 日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている

50点
住民参画 住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている

機能強化 一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている

機能強化 政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている

情報共有 地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた

情報共有 市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している

機能強化 委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている

機能強化 政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている

0点
住民参画 住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している

住民参画 住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた

情報共有 日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている

50点
住民参画 住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている

機能強化 一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている

機能強化 政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている

情報共有 地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた

情報共有 市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している

機能強化 委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている

機能強化 政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている

0点
住民参画 住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している

住民参画 住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた

情報共有 日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている

50点
住民参画 住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている

機能強化 一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている

機能強化 政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている

情報共有 地域報告会・団体意見交換会等で議会・議員活動について，説明責任を果たしてきた

情報共有 市政だよりの発行やホームページ等，あらゆる媒体を活用し，活動状況を発信している

機能強化 委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている

機能強化 政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている

0点
住民参画 住民自治組織や各種団体の活動に積極的に関わり，自らまちづくりを実践している

住民参画 住民・地域と行政とをつなぐ役割を積極的に担い，課題解決に向けての活動を行ってきた

情報共有 日常的に住民や関係機関等と連携を密にし，合意形成を図っている

50点
住民参画 住民・地域の意見を常に聞ける窓口的な機能を有し，施策の参考としている

機能強化 一般質問等を通じて，公約の実現をめざして政策や課題改善の提案を行っている

機能強化 政策立案について，国・県，他市の状況等を調査研究し，しっかりとした根拠をもって行っている

C 0

機能強化 委員会審査等の質疑は，自らの考えのもとで要点を明確にした発言をしている

機能強化 政策実現のため，研修会や勉強会へ参加し，個人のスキルアップを図っている

% 20C

■情報共有 C 0 % 15

■住民参画 C 0

全体評価 共通項目 個別評価 達成点 合計（満点） 評価値

  合計（全体） 0 %

% 15

■機能強化
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別紙２ 

第３章　市民との関係

　議会報告・懇談会、意見交換会、市議会だより、市議会トピックス、ホームページ等
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

第４章　市⾧等との関係

　一般質問、質疑、審議、意見書、議員発議等
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

第５章　議会の機能強化

　会派活動、研修、調査、政務活動、議会図書室利用（レファレンスサービス）等
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

第６章　委員会の活動

　議案等の調査研究、審査、所管事務調査（閉会中の継続審査含）、視察研修、自由討議等
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼
⑽

議会基本条例第３章～第６章　議会活動評価検証　シート　（対象期間:令和２年度～令和５年度） 会派名

   評価基準　　A:80％以上（一定の水準にある）　　B:60％以上（一部水準に達成していない）　　C:60％未満（改善が必要である）

取組評価
評価検証項目（各10項目）

達成度
検証

自由記載欄　　　（上段）課題として捉えているもの
　　　　　　　　　　　　（下段）課題改善に向けた企画提案など（採点）

一般質問は，事業の課題の抽出，現状把握などの事前準備を十分に行い通告している

一般質問は，通告制や議会運営委員会における申し合わせ等を十分に理解した上で行われている

質疑では，施策や事業の不明点等を明らかにしており，意見や要求にはなってはいない

議会報告・懇談会での発言や質問による回答は，意欲的に行われている

会派・議員活動を通じて，日ごろから住民・地域へ積極的な情報提供を行っている

地域行事に積極的に参加しており，住民と広く対話ができている

定期的に地域報告会等を開催し，様々な議会活動を住民に対し説明している

議会だよりの編集（一般質問）に際し，読者にとって分かりやすい記事や資料画像の提供が行えている

50点
議会だよりには，議会情報が分かりやすく掲載されており，住民に親しみを持たれている

ホームページは，多くの議会情報を的確に提供するツールとなっている

（合計点） 請願・陳情が提出された背景を十分に把握するため，あらゆる角度から調査研究が行われている

発言内容は，住民目線に立ち，誰にでも伝わるように心がけている

　
　
　
説
明
責
任

　
　
　
情
報
公
開

議会報告・懇談会を有効な広報広聴の機会と捉え，企画段階から議会全体で取組んでいる

（達成点）

0点

0点
一般質問は，一個人の意見等ではなく，広く市全体に関わる内容で構成されている

一般質問は，大所高所から行われており，主に市の政策水準を高める提案となっている

50点
質問項目は，一過性のものに捉われず，会派等で十分な協議・検討が行われた内容となっている

質疑は，簡潔明瞭で相手に対して伝わりやすく，また，事業評価においても効果的なものとなっている

　
政
策
立
案
・
政
策
提
言

　
事
務
執
行
の
監
視
と
評
価

市⾧等との立場及び権能の違いを踏まえ，常に緊張ある関係が構築できている

市民の暮らしに目を向けた意見書等の提出に努めている

全体的に市政の評価検証の議論のもとで，活発な議会（政務）活動が行われている

0点
政務活動費は，その趣旨に沿い有効的に使用されており，透明性も確保されている

政策形成や立案能力向上のために，積極的に研修会や勉強会に参加している

質疑は，基本条例第9条の規定（提案の経緯，財政措置，年経費等）に基づき行われている

関係者（機関）ヒアリングや現地調査等をしっかりと行っている

　
　
議
会
改
革

　
　
ス
キ
ル
ア
ッ

プ

　
　
会
派

会派は，共通の理念や同じ方向性に基づき，政策決定を行っている

議会運営を円滑及び効率的に行うために，議会事務局と連携を密にしている

市政について，会派内で様々な角度から検証を行うなどの課題整理が行われている

各委員会所属議員から会派内に情報が迅速に正しく，また，適切に伝えられている

視察研修は，市政の課題を精査した上で計画され，改善策等が提案できる取組につながっている

50点
国・県の動向や他市議会の活動状況など，あらゆる情報を常にチェックしている

議会改革の過程を十分に認識するとともに，課題解決に向け意欲的に取組んでいる

専門的な行政事務の調査を行うため，学識経験を持ち合わせている人材を活用している

個々のスキルアップのために，議会図書室（レファレンスサービス）を有効的に利用している

0点
事業（予算等）審査は，事業の妥当性や財政状況等をしっかりと踏まえた上で行われている

委員会は，正副委員⾧のリーダーシップのもとで活性化され，予備的審査機関の役割を果たしている

50点
委員⾧報告は，個人の意見ではなく，議員間で十分なコンセンサスのもとで作成（報告）されている

所管事務調査では，事業説明に留まらず，政策提案が行えるような議員間の議論が行われている

　
　
委
員
会
の
活
性
化

　
　
委
員
会
の
役
割

議案の内容を正しく理解するため，事前の調査研究が行われている

委員会が委員間相互の自由闊達な討議を中心としたものとなるよう，改革を進めている

議員は，委員会活性化に向け，様々な課題の解決をめざす意識を常に持っている

全体評価 　第３章　市民との関係（情報提供・説明責任） 0% C

C

0% 　第４章　市⾧等との関係（事務執行の監視と評価，政策立案・政策提言） 0% C

Ｃ
　第５章　議会の機能強化（会派，スキルアップ，議会改革） 0% C

　第６章　委員会の活動（委員会の役割，委員会の活性化） 0%

 

 

 


